
令和７年度教育課程研究集会
小・中 特別活動



学習指導要領の趣旨を踏まえた
指導の在り方について

奈良県立教育研究所
教育支援部
生徒指導係

指導主事 山本 博樹
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特別活動は「なすことによって学ぶ」ことを方法原理とし，各学校に

おいて特色ある取組が進められているが，各活動・学校行事において

身に付けるべき資質・能力は何なのか，どのような学習過程を経るこ

とにより資質・能力の向上につなげるのかということが必ずしも意識

されないまま指導が行われてきたという実態も見られる。

特別活動改訂の趣旨（特別活動の成果と課題）

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践
的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決
することを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目指す。
（１）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることに
ついて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。

【知識及び技能】
（２）集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形
成を図ったり、意思決定したりすることができるようにする。

【思考力、判断力、表現力等】
（３）自主的、実践的な集団活動を通して見に付けたことを生かして、集団や社会におけ
る生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己の（人間としての）生き方に
ついての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

（※（ ）は中学校） 【学びに向かう力、人間性等】

特別活動の目標

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編



令和７年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会 行政説明資料より



令和７年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会 行政説明資料より



令和７年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会 行政説明資料より

かすような



令和７年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会 行政説明資料より



特別活動と各教科等の往還について

【特別活動を通じた学校生活全体の基盤づくり】
・学校、学級づくり（学校文化、学校文化の形成）
・人間関係形成能力の育成（コミュニケーションの合意形成など）
・社会参画や自己実現のために必要な力

【各教科等の学びを生かした特別活動の実践】
・各教科等で身に付けた資質・能力を特別活動の各活動の中で生かす
・自己の生活や進路、キャリアに学校での学びをどう生かすのかという振り返りを
行う

特別活動 各教科等往 還



特別活動における各活動の整理

クラブ活動

児童会・
生徒会活動学校行事

学級活動・ホームルーム活動

育成すべき
資質・能力

人間関係形成、社会参画、自己実現
の３つの視点を踏まえた資質・能力

【特別活動の基盤」

・学級・学校生活における基本的な集団における活動。

・「学級や学校づくり」、「日常の生活や学校への適応及び健康安全」について学習する中で、基盤となる
資質・能力を育成。

学級活動を基盤としつつ、多様な集団におい
て様々な活動を行うことにより、特別活動の
本質に根差した見方・考え方が成長。



学校行事学習過程（例）

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別活動編


